
                       ふじみ野市告示第２３９号 

 市有財産の売払いについて一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６第１項及びふじみ野

市契約規則（平成１７年ふじみ野市規則第６０号）第２条の規定により次のとお

り公告する。 

  令和２年９月７日 

 

                 ふじみ野市長 高 畑   博      

 

１ 入札に付する不動産 

  売払う財産（以下「売払物件」という。）の種類、明細、最低売払価格及び

条件は、次のとおりとする。 

 (1) 財産の種類 土地 

 (2) 土地の明細、最低売払価格及び条件 

物件

番号 

所在地 登記

地目 

地積 最低売払価

格 

条件 

Ｒ ２

－１ 

ふじみ野市西二丁目

１８２８番４ 

宅地 ８３ ７． ２ ２ 平

方メートル 

８０，００

０，０００

円 

建物解

体撤去 

Ｒ ２

－２ 

ふじみ野市福岡武蔵

野１４０５番１８ 

宅地 ６５ ．６ ３ 平 方

メートル 

７，５５５

，０００円 

建物解

体撤去 

ふじみ野市福岡武蔵

野１４０５番２０ 

道路 １９ ５平 方 メ ー

トル （持 分 ４ ２

／１９５） 

Ｒ ２

－３ 

ふじみ野市長宮一丁

目２番４２ 

宅地 ３７ ０． ５ ３ 平

方メートル 

５１，００

０，０００

円 

－ 

２ 入札参加資格 

  入札に参加する者は、次の資格を全て満たさなければならない。 

 (1) 個人又は法人格を有する者であること。（外国人住民（住民基本台帳法（

昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。）

を含む。ただし、永住者及び特別永住者に限る。) 

 (2) 令第１６７条の４第１項又は第２項各号に該当しない者であること。 

(3) この公告の日から落札決定日までの期間にふじみ野市の契約に係る入札参

加停止等の措置要綱（平成２２年ふじみ野市告示第２５０号）に定める入札

参加停止の措置を受けていない者であること。 

(4) この公告の日から落札決定日までの期間にふじみ野市の契約に係る暴力団



排除措置要綱（平成１８年ふじみ野市告示第２８４号）に定める入札参加除

外の措置を受けていない者であること。 

(5) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）に定める再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただ

し、手続開始の決定を受けている場合を除く。 

(6) 個人にあっては暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）に、法人にあっては役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所

等を代表する者をいう。）が暴力団員に該当しない者であること。 

(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団体の

役員若しくは構成員となっていない者であること。 

(8) 前２号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。 

(9) 日本語を理解できる者であること。（代表して入札手続きを行う者以外の

共有者を除く。） 

 (10) 次項に掲げる契約条件を承諾する者であること。 

(11) 前各号に掲げる者のほか、一般競争入札の参加資格を有しないと市長が

認めた者でないこと。 

３ 契約条件 

(1) 売払物件上に建築する建築物は、次に掲げる用途に供してはならない。 

  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業その他これらに類する用途 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第６

号までに規定する暴力団等の事務所その他これらに類する用途 

ウ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項の規

定による観察処分の決定を受けた団体の事務所その他これらに類する用途 

(2) 売払物件上に建築物等を建築する際は、次の事項を遵守しなければならな

い。 

ア 関係法令を遵守するとともに事前に関係行政庁と協議を行うこと。 

イ 市の関係条例及び開発行為等指導要綱等を遵守すること。 

ウ 近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意すること。 

(3) 建物等の解体撤去について（物件番号Ｒ２－１及びＲ２－２に限る。） 

ア 落札者は、売買契約締結日の日から１年以内に、売払物件上に存する次

の建物（建物付帯設備、建物内の動産その他残置物一切を含む。）を解体

撤去しなければならない。 

なお、この土地の所有権移転後については、この建物の管理及び解体撤

去に伴う一切の費用は、落札者の負担とする。 



【建物解体撤去条件がある建物】 

物件

番号 

表題部の表示 種類 構造 床面積 

Ｒ ２

－１ 

主である建物 保育所 軽量鉄骨・コンクリート

ブロック造亜鉛メッキ鋼

板葺平家建 

３１８．７６

㎡ 

附属建物 事務所 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板葺２階建 

１１０．８２

㎡ 

Ｒ ２

－２ 

主である建物 公民館 木造亜鉛メッキ鋼板葺２

階建 

５２．７㎡ 

イ 落札者は、本件建物についてアスベスト使用調査を実施していないこと

を了知すること。 

ウ 売払物件引渡し後の建物の管理及び解体撤去に要する一切の費用（アス

ベストが含まれている場合は、その撤去費用を含む。）は、落札者の負担

とする。 

エ 建物解体撤去に伴う苦情等への対応及び第三者に損害を与えた場合の対

応は、全て落札者において行う。 

オ 落札者は、建物解体撤去が完了したときは、速やかに書面により市に報

告しなければない。解体撤去の確認後、市は、速やかにこの建物の滅失登

記を嘱託する。 

カ 落札者は、建物解体撤去が完了するまでの間、売払物件の所有権を第三

者に移転することができない。 

キ 落札者は、建物解体撤去が完了するまでの間、売払物件に賃借権その他

使用収益を目的とした権利の設定をすることはできない。 

ク 落札者は、建物解体撤去が完了するまでの間、維持管理上必要なこと以

外で、建物を使用することはできない。 

ケ 解体に係る騒音、振動及び粉じんの対策については、次のとおり配慮す

ること。 

   (ｱ) 建設機材は、原則として排出ガス対策型、低騒音型又は低振動型を使

用すること。 

   (ｲ) 騒音や振動による周辺住民とのトラブルを回避するため、騒音・振動

計を外部から表示が確認できる敷地境界付近に設置するなど、住民理解

に努めること。 

(ｳ) 解体防音のパネル又はシートを解体建物の周囲に設置するなど、防音

対策に努めること。 

(ｴ) 作業は、十分に散水を行い、粉じんの飛散防止に努めること。 

４ 入札の参加申込み等に関する事項 



  入札の参加申込みをしようとする者は、令和２年９月８日（火）から令和２

年９月２３日（水）まで（ふじみ野市の休日を定める条例（平成１７年ふじみ

野市条例第３号）第１条に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を

除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までに所定の申込書に必要書類

を添付し、ふじみ野市役所総務部資産管理課に持参により申込みを行うこと。 

  なお、入札に参加しようとする者は、入札日の前日までに入札保証金を納付 

 しなければならない。 

５ 物件情報及び契約条項を示す書類の配付場所及び配付期間等 

 (1) 配付場所 

   〒３５６－８５０１ 

   ふじみ野市福岡一丁目１番１号 

   ふじみ野市役所総務部資産管理課 

 (2) 配付期間 

   この公告の日から令和２年９月２３日（水）までの午前８時３０分から午

後５時１５分までとする。ただし、市の休日及び正午から午後１時までを除

く。 

 (3) ふじみ野市ホームページへの登載 

   前号に掲げる期間中、市のホームページに当該物件情報及び契約条項を登

載する。 

６ 物件の調査 

入札に参加しようとする者は、物件調書を参考にし、各自で参加申込み前に

必ず調査をすること。 

  なお、物件調書はあくまで参考であり、現況を優先とし、必ず物件の調査を

した上で、法令上の制限等を十分に確認すること。 

  また、物件の内覧を次のとおり実施するので、内覧を希望する場合は、令和

２年９月１５日（火）午後３時までに次の連絡先に電話予約をすること。 

  ※連絡先  ふじみ野市総務部資産管理課 

        ０４９－２６２－９０５０ 

  (1) 物件番号「Ｒ２－１」 

    日時 令和２年９月１６日（水）午前１０時から午後３時まで 

  (2) 物件番号「Ｒ２－２」 

    日時 令和２年９月１７日（木）午前１０時から午後３時まで 

  (3) 物件番号「Ｒ２－３」 

    本売払物件に関する下見会は行わないので、申込を希望する方は、各自

で現地等を確認すること。 

７ 入札及び開札の場所及び日時 

 (1) 場所 

   〒３５６－８５０１ 



   ふじみ野市福岡一丁目１番１号 

   ふじみ野市役所本庁舎２階Ａ２０１会議室 

 (2) 日時 

  ①物件番号「Ｒ２－１」 令和２年９月２４日（木）午前９時 

  ②物件番号「Ｒ２－２」 令和２年９月２４日（木）午前９時３０分 

  ③物件番号「Ｒ２－３」 令和２年９月２４日（木）午前１０時 

８ 入札の方法 

 (1) 入札参加者は、入札執行者の指示に従い、入札書を入札箱に投函する。入

札後、入札執行者は、直ちに開札を行うものとする。 

 (2) 入札回数は、１回とする。 

 (3) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア 入札者の押印のない入札書によるもの 

  イ 金額を訂正した入札書によるもの 

  ウ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による 

   もの 

  エ 押印された印影が明らかでない入札書によるもの 

  オ 入札に参加する資格のない者がしたもの 

  カ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入 

   札書によるもの 

  キ 入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がしたもの 

  ク 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

  ケ 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

  コ ２通以上の入札書を提出したもの又は２以上の者の代理をした者がした 

   もの 

  サ その他入札に関する条件に違反したもの 

 (4) 入札参加者が１人の場合も入札は、成立するものとする。 

 (5) 郵送等による入札書の提出は、認めない。 

９ 入札保証金に関する事項 

 (1) 入札に参加しようとする者は、市が定めた入札保証金を指定された納付方

法及び期日までに納付しなければならない。 

   なお、入札保証金納入に要する経費は、入札に参加する者の負担とする。 

 (2) 入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の１０

０分の５以上とする。 

 (3) 落札者が納入した入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当する 

  ことができる。 

 (4) 入札保証金は、落札者のものを除き、入札終了後還付する。落札者には、 

  契約を締結しない場合又は落札者の申請により契約保証金に充当する場合を 

  除き、契約締結後還付する。 



 (5) 入札保証金は、その受入期間について利息を付さない。 

(6) 落札者が第１１項に定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、 

  その落札を無効とし、入札保証金は、市に帰属する。 

１０ 落札者の決定の方法 

  入札終了後、直ちに開札を行い、入札した価格が最低売払価格以上で、かつ、

最高の価格をもって入札した者を落札者として決定する。ただし、最高の価格

をもって入札した者が複数あるときは、くじで落札者を決定する。この場合に

おいて、当該最高の価格をもって入札した者は、くじを辞退することができな

い。 

１１ 契約及び契約保証金に関する事項 

  落札者は、令和２年１０月５日（月）までに契約を締結するとともに、契約

保証金を市に納入しなければならない。 

  なお、契約保証金の率は、契約金額の１００分の１０以上とする。 

１２ 売買代金の納入 

前項の規定により契約を締結した者（次項において「契約者」という。）は、

令和２年１０月２６日（月）までに、市が交付する納入通知書により当該契約

に係る売買代金を納付しなければならない。 

１３ その他 

 (1) 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転に必要な登録免許税その他本

契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、契約者の負担とする。 

 (2) 契約者は、第３項第１号及び第３号の規定に違反した場合、売買代金の１

００分の３０に相当する金額を違約金として市に支払わなければならない。 

(3) 契約者は、土地の所有権を第三者に移転するときは、第３項第１号、第３

号及び前号の規定を当該第三者に引き継ぐとともに遵守させなければならな

い。 

(4) 契約者は、本件土地引渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛

争が生じないよう留意するものとし、紛争が生じた場合は契約者の責任にお

いて解決すること。 

(5) 契約者は、本件土地引渡し以後、この土地に数量の不足その他隠れた瑕疵

（地下埋設物等を含む。）があることを発見しても、売買代金の減額、損害

賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

 (6) 入札参加者は、物件情報及び契約条項を熟知の上、申込みすること。 

１４ 問合せ先 

   〒３５６－８５０１ 

   ふじみ野市福岡一丁目１番１号 

   ふじみ野市役所総務部資産管理課 

   電話番号  ０４９－２６２－９０５０（直通） 

   ＦＡＸ番号 ０４９－２６６－６２４５ 



   Ｅ-Ｍａｉｌ kanzai@city.fujimino.saitama.jp 

 


